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指定各号第 323号

盛岡市指定裕水装置工事事業者証

住 所 東京都大口区池上八丁目5春

2号

株式会社生活水逍センター

代表取締役 濱本 孝一

氏名人は名称

代表オ民名

盛岡市指定総水装置工事事業者として

旨定する

指定有効期間

今オロ4年 6月 23日 から今和9年 6月 22日 まで

今オロ4年 6月 23日

盛岡市上下水逍事業管理者

長 澤 秀 貝

蜜墓i磯議 |

椰言議護
犠需箇理
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置 幽

タ
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ヽ
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上下水指令第 108号

秋田市指 者証

所 在

名

代表者

指定期間 令 3月 16日 まで

水道法の規定により秋田市指定給水装置
工事事業者 として指定する

令和 4年 3月 17日

秋田市上下水道事業管理者

人丁 目5番東京都大田

代表取締役

3月 1
入
■■

孝一

工藤 喜根

ヽ

ンター

94



株式会社 生活水道センター 様

耐1整 室一一一一●

慮
融青森市公営企業管理

し
=卜

」

'蕩
1口議lt

浸業鰤融:'

青森市指定給水装置工事事業者証

水道法第 25条 の 3第 1項の規定に適合 していると認 め られたので、同法

第 16条の 2第 1項の規定に基づき、青森市指定給水装置工事事業者 として

指定す る。

指 定 番 号 第 377号

指 定 年 月 日 令和  4年 1  3月  18日

有 効 期 限 ¬
‐
和   9年   3月  17日 まで

青 水 指 令 施 第 1711号

令和 4年  3月  18日
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別記様式  (第 2条関係)

指定事業者各号  846

商 子 人 は 名 称 株式会

いわき市水逍局
指定絡水友ニエ事事業者証

いわ き市水逍局指今第256子
今 わ 元 年 8 月 30 日

カ
/

つ 暑
乙″ ′

所    在 lt 来

代 表 若 へ 名 濱本

上記のオを、いわさ市水達局指定鉛水装ユエ事事末オとして指定したことを証する。

いわさ市水道事業管理者 水 村 清
1審:1雪署]
塵≧重幽



福島市水道局指定給水装置工事事業者証

指定番号 第 320号

民名又は名称  株式会社 生活水道セ ンター

住 所  東京都大田区池上八丁 目5-2

代 表 者 民 名  代表取締役 濱本 孝一

上記の者を福島市水道局指定給水装置工事

事業者 として資格者証 を交付する

今和元年 7月 24日

福島市水道事業管理者
菊
週
∃

雨

業
ｅ
一

日
薇
壺
零
景
“
一

儒
鵬
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指定番号  第 447 号

生活水道センター

上八丁目5番2号

代表 濱本

i 
―

_二言巳 者 と する。

令和 元

郡山市上下水道事業管理者 村 上 ― 郎
力
」

,|く道事業
鬼|:dJ 野

郡山市指定給水装置工事事業者証

―
↓

，Ｉ
μ



様式第 15号 (第 29条関係)

第 0755号

静 岡 市 上 下 水 逍 局

指定裕水装置工事事業者証

住 所 又 は

東京都大田区池上八丁目5番 2号

所  在  地

氏名又は名称  株式会社 生活水道センター

及び代表者名  代表取締役 濱本 孝一

上記の者を静岡市水道事業給水条例第 5条第 1項 (静岡市簡易水道

条例第 3条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、静岡市

上下水道局指定給水装置工事事業者に指定する。

平成 31年 4月 24日

静岡市グ営企業管理者 大石
、キら悪i磯耐

|

ン百イ宅,営食業
誉撃墨琴|



第 315子

二島†ホ虻事 工事事幸オ証

仁     清

島 子ス11え 外

氏之スはべ蒸者Z
上
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の者を、ホ重.法 工事‡者におえする

・全わえ年 9月 1

‐

,
一
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ア

島†扶 豊口 式



富士市指定 第 386号

指定給水装置工事事業者証

氏名又は名称 閉生活水道センター

住 所 東京都大田区池上8-5-2

代 表 者 氏 名
 濱 本 孝

一

上記の者富士市水道事業指定給水装置工事事業者規程

第 5条 の規定 に基づき、指定給水装置 工事業者 として

指定する

平成31年 4月 23日

富士市長  小長井 義



登録春号第739号

浜松市水逍事業指定俗水装五工事事業者証

事業所所在地  東京都大口区池上入丁目5春 2号

氏名人は名ホ  株式会社 生活水逍センター

浜松市水道事業指定俗水装五工事事業者として指定します

子茂 31年 4月 8日

９

・
●″ _ ^ 0.

1揮ォ11ラ k描 |

淵 姉 水迪事業及 び下水逍事業管理者  寺 モコ  うモ リ撰 :こ墨轟

|



指 定 第 260号

御殿場市指定給水装置工事事業者証

上 記 の 者 を 、 水 道 法 第 16条 の 2第 1項 の

規 定 に よ り 御 殿 場 市 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者

に指定する。

平成31年 3月 26日

］本‐期
刊
猾

蘭
殿
長
一義

畢
卸
童
К

．ｒ
Ｆ
一半
■
．

羊
ヽ
ヽ

′
″林若御 殿 場 市 長

事 業 所

所 在 地 東京都大田区池上八丁目5番 2号

商号又は名称 株式会社生活水道センター

代 表 者

住   所 東京都世田谷区豪徳寺―丁目42番 14号

氏   名 濱本 孝―
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指定 第140号

伊東市水道事業指定給水装置工事事業者証

住  所 東京都大田区池上人丁目5番2号

株式会社 生活水道センター

代表取締役 濱本 孝一

氏名又は名称

上記の者は、伊東市水道事業給水条例第13条第 1項の指定を受け

た者であることを証する。

平 成 31年 4月 10日

伊東市水道事業

伊 東 市 長 小 野 圭ヽ■
メ

代表者氏名



第4263号

沼津市指定俗水装置工事事業者証

所在人は住所  東京都夫口区池上入丁目5-2

名称人は民名 株式会社生活水逍セ ンター

あなたを沼津市指定俗水装置工事事業者として

指定 します。

千戌 31年 3月 29ロ

沼津市長 頼 重 秀

高調籠ヨ

凹 ご 曽

うヽ護5:曇軍



様式第 12号(第 12条関係)

我孫子市指定給水装置工事事業者証

指  定 第 337号

住 所  東京都大田区池上八丁 目5番2号

氏名または名称  株式会社 生活水道センター

代 表 者 氏 名 濱本 孝一

上記の者を我孫子市水道事業給水条例第6条の

規定により、水道法第 16条 の 2第 1項の規定に基

づく我孫子市指定給水装置工事事業者に指定する。

指 定 日 平成31年 2月 14日

平成31年 2月 14日

我 孫 子 市 水 道 事 業 管 理 者 ヽ
り

¨
Ｅ

´
´ L

水道局長 長塚 九二人



指定第 374号

指定給水装置工事事業者指定証

氏名又は名称 株式会社  生活水道セ ンター

エヽ
′

４

． 所  東京都大田区池上ノ＼丁 目 5番 2号

代 表 者 氏名 濱本 孝一

水道法第16条の2第 1項の規定により佐倉市水道事業指定

給水装置工事事業者に指定する。

今和元年 5月 14日

佐倉市上下水道事業管理者  椎 名 ■
|

ヽ

'■



流山市指定給水装置工事事業者証

指定第 387号

住所又は所在地  東京都大田区池上八丁目5番 2号

氏名又は名称
株式会社 生活水道センター

法人にあって|ま

代  表  者

平成 30年  3月  6日

代表取締役 濱本 孝一

)越杜
道事
之1'

弼 靡た隕

″

こ
|

|

ヒ

ヽ

」

水道法第 16条の 2第 1項の規定に

よ り流山市指定の給水装置工事

事 業者 で ある ことを証 します

流山市上下水道事業管理

ぜ
ミト、力晨ヽ
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印西市指定給水装置工事事業者書

2号

式

市

指 定

印 西 市 水 道 事 業

印西市長 板 倉 正

区

活

住

指定第 199号

田



指定給水装置工事事業者指定書

指定 第  988 号

氏名又は名称 株式会社 生活水道センター

住 所 東京都大田区池上人丁目5番 2号

代表者氏名 濱本 孝一

水道法第 16条の2第 1項の規定に

より千葉県企業局指定給水装置工事

事業者に指定する。

有効期限 令和8年9月 29日

令和 3年 2月 17日

HttH
l― l~+″

口 ¬

需固履

■■ロ

世

千葉県企業局長  岡 本   和

.´
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春 田 部 市 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 証

下記のものは、水道法第16条の2第 1項の規定により、春日部市水道事業の給水区域

において、指定給水装置工事事業者として指定したことを証します。

事業所 の名称 株式会社 生活水道センター

事業所所在地 東京都大田区池上人丁目5番 2号

代 表 者 氏 名 濱本 孝一

指 定 番 号 第 387号

平 成 30年 7月 25日

春 日部市水道事業管理者職務代理

春 日都 市 水 道 部 長  会 田 和

者

彦  ..
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指定第29号

和兆市指定俗水装置工事事業者証

民Zま たは名称  株式会社生活水道センター

仁所または所在地  東京都大口区池上入丁目5春2子

代 表 者 民 名  代 表 釈 締 役  濱 本  孝

上
=こ

の者 は 、 わ 光 市 指 定 俗 水 装 置 工 事 事 業 者

で あ る こ と を証 す る。

指定の有効期間

企 
～
 3 年 9 月 30 日 今

～
 8 年 9 月 29 日

今 和 3 年 9 月 30 日

わ え 市 水 道 事 業

わ た 市 長  柴 特  光

オロ 光  市
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一
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様式第 3号

指定番号 第 363号

事業者
|:

|

表
科
、

′
―

国市上下

―レヽ
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す

~・

●

●

■

定給水装
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しノ ヽ

一

ヌこ
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日
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イト・禾日3

令和 3年 7月 21日

29日 まで

川国市上下水道事業管理者

:1‐ |..■
:

‐Ⅲヽ
「、`だリ

ン
｀
ヽ

‐
■

「

急1世越懸浸

川国市上下水道局指定給水装置工事事業者証

事業者の名称 株式会社生活水道センター

指 定 年 月 日 平成 14年 11月 13日

指定有効期間

||

小 池 紀



指定番号第 96号

朝霞市指定給水装置工事事業者証

氏 名 又 は 名 称  株式会社生活水道セ ンター

住所 又 は所在 地  東京都 大 田区池 上人丁 目 5番 2号

代 表 者 氏 名  濱本 孝一

上記 の者 は、朝霞市指 定給水装置 工事事業者 で あ るこ とを証す る。

指 定 の有効期 間

令 和 3年 9月 30日 か ら 令 和 8年 9月 29日  まで

¬和 3年 7月 14日

朝 霞 市 水 道 事
ヽ ,I

」
Ｉ
ｒ
■

■,■ _■  - 1' :
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==:.1:===1___.=,■
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朝 霞市長   富  岡 勝
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指定給水装置工事事業者指定通知書

平成30年 7月 26日

株式会社 生活水道センター

代表取締役 濱本 孝一 様

川越市上下水道事業管理者 福 田

平成 30年 5月 22日 付で申請のあった指定給水装置工事事業者の指定につい

て、水道法第 16条の 2第 1項の規定により、当市の指定給水装置工事事業者とし

て、下記のとおり指定したので通知します。

言コ
ロし

指定給水装置工事事業者名

住 所

代 表 者 氏 名

株式会社 生活水道センター

東京都大田区池上 8-5-2

濱本 孝一

指 定 番 号 562

指 定 年 月 日 平成 30年 7月 10日

ヽ
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指定第 303号

入間市指定給水装置工事事業者証

号   株式会社 生活水道センター

1 店舗所在地

1 代表者氏名  濱本 孝―

上記の者を入間市指定給水装置工事事業者として

平成 30年  7 月 2 日

入間市長

田 中 龍

3

三 1菫

1商

東京都大田区池上 8丁 目5番
2号

指定 したことを証する



第3号様式(第6条関係)

指定第  76 号

志 木 市 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 証

事業所の所在地  東京都大田区池上八丁目5番2号

事 業 所 の 名 称  株式会社生活水道センター

代 表 者 の 氏 名  濱本 孝一

上記の者を志木市指定給水装置工事事業者として指定する。

指定日 令和3年9月 30日

有 効 期 間  令 和 8年 9月 29日 ま で と す る 0

香 川 武 文  |志木市長

/



指定第 458号

所沢市指定絡水装ヱエ事事業者証

住所又は所在地 東京都大田区池上人丁目5番 2号

氏名 又 は名 称 株式会社 生活水道センター

代 表 者 氏 名 代表取締役 濱本 孝一

上記の者は、所沢市指定給水装置工事事業者で

あることを証明します。

平成 30年  6月  29日

所沢市上下水道事業
|11悩|

■:|

|ド |Q

日
|〔謹襄事

l昌閻団5
ヤ村 俊
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越松水企指第 389号

指定給水装置工事事業者証

r

株式会社生活水道センター

東京都大田区池上八丁目5番 2号

代表取締役 濱本 孝一

1事業所の名称

2事業所所在地

3代 表者名

卜記 の者 は 、 太 潜 渋 筑 16条 の 2籠 1頂
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指定第 212号

吉川市指定給水装置工事事業者証

事 業 者 名 株式会社 生活水道センター

住 所 東京都大田区池上八丁 目5番 2号

代 表 者 名 濱本 孝一

平成 30年  7月 20日

吉 川 市 水 道 事 業

吉川市長 中原 恵

上記の者、吉川市指定給水装置

工事事業者 として認可する。



草加市水道事業指定給水装置工事事業者証

指定番号 第 130号

次の者を草加市水道事業指定給水装置工事事業者 として指定 します。

氏名又は名称 株式会社 生活水道センター

住 所 東京都大田区池上人丁 目5番 2号

代 表 者 氏 名 濱本 孝一

令和 3年 8月 25日

有効期限 令和 8年 9月 29日 まで とす る。

井実、
ツ
■

_●

草加市長 日
匡コ フ



平 成 30年 9月 4日

指 定 番 号  第 87子

戸田市指定給水装置工事事業者証

事業者住所 東京都大田区池上八丁目5番 2号

事業者名称 株式会ネ土 生活水道セ ンター

代表者氏名 濱本 孝一

上記の者を戸田市指定給水装置工事

事業者 と Lて 指定す る。

指定年 月 日  平成 14年 11月 12日

戸田市長  菅 原 文
□朧[藤

タ
ヽ
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ヽ
ヽ
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指定第 1194号

さいたま市水道局

指定給水装置工事事業者証

氏名 又 は名 称

上記の者を

置工事事業

指定給水装

指定年月日 平成 3 0年 7 月 31日

平成 30年 8月 9日

さいたま市水道事業管理者 森田

し
―十~7
Cト

タ

.以

●

ヽ

住所又は所在地 東京都大田区池上人丁目5番 2号

代 表 者 氏 名 代表取締役 濱本 孝一

]ヽヽ

:



狭山市指定給水装置工事事業者証

指 定 番 号   第 314号

氏名 又 は 株式会社生活水道センター

名   称

事 業所 の 株式会社生活水道センター

名   称

事業所 の 東京都大田区池上人丁目5番 2号

所 在 地

上記のとお り狭山市指定給水装置工事事業者 として指定する。

平成 30年  8月  9日

狭山市長 小谷野



こ`フ環ヽ:ザ

富 士 几 市

指定第 287 号

富士几市指定絡水装置工事事業者証

水道法第 16条の2第 1項の規定により、富士几市

指定裕水装置工事事業者として指定する。

1事業所の名称

株式会社 生活水道センター

2 代表オ名  濱本 孝一

3事業所の所在地

東京都大口区池上八丁目5春 2号

4 指定年月日 子茂 30年  9月  3日

_■■

`■

′

口 L“

富士几市長 星 野 兆 引醤士覺・ 1市三′f'|
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上 言この者 を及 す 翡 え :多合`ホ 以 直

工事事幸オとFtてオとえする。

子式 3θ年 ′θ月 ′日

蕨†ホ虻事幸

荻すょ 頼島 美 蕨
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T

上尾市上下水道部指定給水装置工事事業者証

第 486号

株式会社生活水道センター 様

貴者は、上尾市上下水道部給水装置工事の

事業者であることを証します。

平成 31年 1月 30日

埼 玉 県 上 尾 市 長   畠 山



様式第 3号 (第 6条関係 )

指 定 第 227号

飯能市指定給水装置工事事業者指定証

事業所の所在地  東京都大田区池上八丁目5番 2号

事 業所 の名 称  株式会社 生活水道センター

氏名又は代表者名  代表取締役 濱本 孝一

指定の有効期限  令和 11年 9月 29日 までとする。

令和 6年 5月 17日

1
■■ ■千 :i:■■ニ

==“

■■■■==Fヽ こ,L′・‐_

|ヨ 日し:=‐ '

飯能市長 新井 重

甲F;|。 i首事首:曾嬌

上記の者を、飯能市指定給水装置工事事業者として指定する。



指定番号第 282号

ふ じみ野市指定給水装置工事事業者証

水道法第 16条の 2第 1項の規定により、ふじみ野市指定給水装

置工事事業者に指定する。

1 氏名又は名称  株式会社生活水道センター

記

2

3

4

住 所  東京都大田区池上人丁目5番 2号

代 表 者 名  濱本 孝一

指 定 年 月 日  平成 30年  9月  3日

ふ じみ野市水道事業

ふ じみ野市長 高 畑 沸彗

イ

ヽ 、ヽ

ヒリ

一ｒど1締 lビ



イ

二本†北え外ホ漱置工事事十オ誕

住  着

島子スは2ホ

代 豪 者

縁 朴ス0こた■八丁a5ふ 2子

林式会社 上緒ホ逍センター

演ネ 孝―

上記のオは盤本†北え外ホ以置

1'合 ホヽ以置工事事幸オであることを

証する

キ=以へ,3′ 412月 ′5日

盤本すよ む
９ 月

′↓

ンで

工事事幸オ:魂程による盤本市若え
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第  404 号

坂 戸 、 鶴 ヶ 島 水 道 企 業 団

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 証

氏名又 は名称  株式会社生活水道セ ンター

住 所  東京都大 田区池上人丁 目 5番 2号

代 表 者 名  代表取締役 濱本 孝一

上記の者を、坂戸、鶴 ヶ島水道企業団指定給水装置

工事事業者 として指定す る。

平成 30年 11月 9日

坂 戸

企

、鶴 ヶ島水道企業団

業長 齊 藤  芳
||

コ曰

「1(1

X
`′

´

タ

0

●ヽ



別記様式 (第6条関係 )

発 行 日 令和 3年 9月 17日

三郷市指定給水装置工事事業者証

事 業 者 名 株式会社生活水道センター

住 所 〒146-0082

東京都大田区池上 8-5-2

代 表 者 氏 名 濱本 孝一

上 記 の 者 を 三 郷 市 指 定 給 水 装 置

工 事 事 業 者 と して指 定 す る。

指 定 番 号 第  102  号

指  定  日

三 郷 市 長 木 津 雅
¬F

目
に

りρ_n
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，
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ヨ
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】
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‘
＝
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有効期限 令和8年 9月 29日 までとする。

平成14年 10月 10日



指定第  84  号

八潮市指定給水装置工事事業者証

事業者名

代表者名

1 :=Ⅱ ■

」E冒巳
ロロロ

直

工事事

令和 3 年 6 月 11 日

有効期限 令和 8年 9月 29日 までとする。

八 潮 市 長   大  山

住所又は所在地
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様 式 第 3号

指 定 第 75号

新 座 市指定給 水装 置工事 事業 者 指 定証

事 業 所 の 所 在 地

事 業 所 の 名 称

代 表 者 の 氏 名

東 京 都 大 田 区池 上 八 丁 目 5番 2号

株 式 会 社 生 活 水 道 セ ン タ ー

代 表 取 締 役  濱 木  孝 一

新 座 市 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 と して 指 定 し ます 。

有 効 期 限   令 和 8年 9月 29日 まで とす る。

新 座 市 長  並  木

令 和 3年 6月 15日

1暦高璽|

′癬1晨座MI
極塾望[塁 |



出形市水道指定俗水装置工事事業者証

指 定 春 子  第 398号

株式会社生活水道センター 様

指定ヤ請吉を客査の結呆、ア|ぐ逍法第16条の2

第1項 の規定により、出形市水逍指定俗水装置

工事事業者として指定する。

今
～

元年 7月  5日

出形市上下水逍事業管理者

長容りll 博一
固
繋
嵩
里

］
記
一雨
』
蕎

開
護
事
需



ヽ

イ出台市水道局指今 第  28 号

所 東京都大口区池上入丁目5-2

氏 名 人 は 名 称 ∽生活水逍セ ンター

代 表 考 名 濱木 孝一

主
′
４

．

俗水装五工事事業者
オ旨 定  各  号

6655

今和 元 年 6 月 25日 付でヤ請のありました指定俗水装置

工事事業者の指定については、水逍法第 16条の2第 1項 の規定により

イ出台市の指定給水装置工事事業者として指定 します。

今わ 元 年 7 月 25 日

イ出台 市 水 道 事 業 管理 者

板 橋 秀
し
=」

卜「
―ィnll

=曇



長野市指定給水装置I事事業者指定通知書

長 野 市 上 下水道 局 指 令 元 営 第 145号

住所

氏名又は名称

代表者氏名

東京都大田区池上人丁目5番 2号

株式会社生活水道センター

濱本 孝一 様

令和元年 6月 24日 付 けで申請のあった指定給水装置工事事業者の指定については、

長野市指定給水装置工事事業者規程第 5条 の規定によ り、下記の とお り指定 します。

令和元年 8月 1日

|, む

つ [:奎

1.F:

C

長野市上下水道事業管理者  高 見 澤 裕 F= Q
●

コ
し

一
〓
ｐ

1指 定 番 号 第 664号

東京都大田区池上人丁目5番 2号

株式会社生活水道センター

2 事業所の所在地及び名称
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第 767号

新潟市指定俗水装置工事事業者証

上記のオ 水道法第25条の3第 1項

に規定する指定の基準に迪合している

と認め新潟市指定絡水装置工事事業者

として指定する

今
～

元年 7月 9日

0

0

雨|1冒圏
腱事業

″

≡ 型
診〃′

理
颯ヨでこ
1曰 :=:

株式会社 生活水逍センター

新潟市水道事業管理オ

水道局長 佐藤 隆



座間市水道事業指定給水装置工事事業者証

指 定 年 月 日 令和元年 5月 21日

指 定 番 号 第  564 号

住所又は所在地 東京都大田区池上人丁目5番 2号

氏 名 又 は 名 称 株式会社生活水道センター

代 表 者 氏 名 代表取締役 濱本 孝一

有 効  期 限      令和 11年 9月 29日

上記の者は、座間市水道事業指定給水装置工事事業者 として指定 した者である。

令和 6年 5月 13日

座間市公営企業管理者 山 本 洋
座闇目

箇i里置浸
閣耐単



指定俗水装五工事事業者証

指 定 年 月 日 今和元年 5月 23日

指 定 ふ 号 第529号

住所スは所在地  東京都大口区池上入丁目5春 2号

代 表 オ 氏 名 代表取締役 濱木 孝一

上記のとおり指定する。

今続 年 5月 23ロ

ネ考†捩 ３ヽ お
ワ
V=)

氏名スは名林  株式会社生活水逍センター
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指定年月日及び指定番号 令和元年5月 24日 指定番号第166号

株式会社生活水道センター商 号 又 は 法 人 名

氏 名 又 は 代 表 者 名 代表取締役 濱本 孝一

住 所 又 は 所 在 地 東京都大田区池上八丁目5番2号

上記の者は、湯河原町指定給水装置工事事業者として

指定したことを証明する。

斗
■

士
↑

レ
し

４
ｄ令和元年5月 24日 湯河原町公営企業管理者 ∫

工 暉一一

|

〓

・

■:1
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小田原市指定給水装置工事事業者証

氏名又は名称 株式会社生活水道センター

住 ワテ 東京都大田区池上人丁目5番 2号

代 表 者 氏 名 代表取締役 濱本 孝一

指 定 番 号  第448号

上記のとおり指定します

令和元年 5月 28日

小田原市水道事業

小田原市長 加藤 憲
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南第 234 号

南t111
●    |

I指定1格水業五I事 1

い
，
Ｌ
ｒ

七
肌

Ｌ″
月
「

斗
桑
甲

事 業 所 の
名   称

株式会社 生活水道センター

事

所
業

´ ′

所
東京老

`人

口区池上 8丁 目5ふ2号」―

在

代 表 者 の

民   名
濱木 孝一

上札のオを南足相市指定絡水装置工事事業オ規程
第4条第1項に規定する指定工事業者として指定する

今 和 元 年 5月 21日

南足柄市水道事業管理者

南足柄市長 カロ藤.イ参
.業

製県

=革
力樹
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第 3サ様式 (第 6条関係)

登録藩号第 121号

箱 根 町 水 道 事 業 指 定

給 水 装 置 工 事 事 業 者 証

1氏ヤ|て は名称 株式会社 生活水道センター

2 イ主 所 東 京 都 大 田 区 池 上 8丁 目 5番 2号

3代 入者氏名 代表取締役 濱本 考一

箱根 町水 道事 業 指 定給水 装 置

工事 事 業者 と して指 定す る

令和元年 7月 1日

辰設

箱根町長 |』■ Iコ 昇 尽即
ー

ヨbi酬巨



住

19川 水総給証第 29号

川崎市水道局指定給水装置
工 事 事 業 者 指 定 証 明 書

次の者 は,水 道法第 16条 の 2第 1項 の規定に基

づ き川崎市水道局指定給水装置工事事業者 として指

定 され た者 であることを証 明 します。

所 川崎市幸区神明町 1丁 目14番 3号

氏名又は名称 株式会社生活水道センター

代 表 者 氏 名 濱本 孝一

指 定 年 月 日  平成 11年 2月 26日

指 定 番 号  第 430号

平成 19年 10月 9日

川崎市水道局

粟 冠 和



宇都官市指令水工第 1-21号

宇都宮市指定給水装置工事事業者証

氏 名または名 称 株式会社生活水道センター

代 表 者 氏 名 濱  本
ヨた
′争

宇都宮市指定給水装置工事事業者として指定します

平成 31年  3月 14日

宇都官市上下水道事業管

桜 井 鉄 1_■ ●

魁、瑯

財鬱
ヽ

…
〆



膏

さくら市水道事業指定給水装置工事事業者
1,指 定 番 号

2.事業所所在地

3.事 業 所 名

4.代 表 者 氏 名

第 187号

東京都大田区池上人丁目5番2号

株式会社生活水道センター

代表取締役 濱本 孝一

上記のとお りさくら市水道事業指定給水装置工事事業者に指定する。

さくら市水道事業

さくら市長 花塚 隆

1.指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第 8条の指定の取消 しを受け

ときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

2.指定工事業者は、事業の体止を届け出たとき又は第 9条の指定の停止 を受けた と

きは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

3.指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失 したときは、再交付を中請す

ことができる。

●、̈ ‐‐
● ■

タ

平成 31年 3月 8日
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三浦市指定給水装置工事事業者証

平成 30年 7月 17日 第 199号

璃

1 指定年月 日及び番号

2氏 名又は名称

3 住所又は所在地

4 代表者氏名

5 事業所の名称及び所在地

6給水装置工事

主任技術者氏名

株式会社生活水道センター

東京都大田区池上人丁目5番 2号

代表取締役 濱本 孝一

株式会社生活水道センター

東京都大田区池上人丁目5番 2号

濱本 孝一

上記の者を水道法第 16条の 2第 1項に基づく指定

給水装置工事事業者 として指定 したことを証明する。

平成 30年  7月 17日

吉 田 英
曇  日

i

聰

三浦市長

ド

籐



指定絡水装五工事事業者証

1 登録年月口及びふ子

2018年 7月 3日

2 商号スは法人名

株式会社生活水逍セ ク
/

第 525子

3 へ名人は代表オ名

4 所在地

5 設立年月日

上記のオは、横須賀 逍事業絡水条例第11条

第 1項の規定による指定絡水装五工事事業者である

ことを証明する。

2018年 7月 3日

横須賀市上下水道事業管理オ

上下水道局長 長 島

1 ｀

濱本 孝一 」

畠ごi

ハ薫亜幕み
東京都 大口区池上八丁目5春 2号

1994年 7月 27ロ

ヽ
・
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ホ↓†若え外ホ以置工事事‡者証

お え ふ

`‐

 369

氏えスは之器  :株式会社 上濃・ホ重.セ ンター

仁    着  点京オF人 口こた■ 8-5-2

手式 3′ 年 ′月 ′日

ホ↓市ホ〔事幸
小島す捩 人人保 寿

jSヽ‐ ●

ヽ
７
・

”
ヽ

上記の者 を1ヽ 出すホ虻事幸外ホな例

第8な の規定に基づき、小島†北え外

ホ以置工事事幸オと tて おえする。
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扶



指定番号  栃-62

申 請 者 名   称 株式会社生活水道センター

代表者氏名 濱本 孝一

栃木市指定給水装置工事事業者証

貴事業者を栃本市指定給水装置工事事業者に指定します。

平成 31年 2月 13日

栃本市長 大 り|1 秀



指定第 348号

那須塩原市水逍事業

指定俗水装置工事事業者証

氏名スは名林

住    所

株式会社 生活水道センター

東京都人口区

池上八丁日5春 2号

濱本 孝一代 表 オ 民名

上記の者を那須塩原市水逍 俗水装五工事

事業者に指定 0

● |● ● ● ■ ‐ ‐ ___.

子戌 9) 6ロ

管理オ

那須塩原市長 君島 日Fヨ

指定給水装置工事事業者は、那須塩原市水道事業給水条例、那須塩原市水道事業

給水条例施行規程及び那須塩原市水道指定給水装置工事事業者規程を守らなけれ

ばならない。



指定番号 第 1452号

横浜市指定給水装置工事事業者指定書

氏名又は名称 株式会社生活水道センター

代 表 者 の 氏 名  濱 本 孝 一

横浜市指定給水装置工事事業者として指定します。

令和 3年 3月 31日

指定の有効期限 令不日8`年 9月 29日

横浜市水道事業管理者

水道局長 大久保 智 子
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†黄
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用

水道事業
管理着卜P
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俗水装五工事事業者指定票

指 定 年 月 日 千戌 12年  7月 25日

指 定 春 子

民名 スは 名称 株式会社 生活水道センタ

住所スは所在地 東京都大口区池上8丁 目5春
2号

上記のオ を神奈川県県営上水道における絡水

有 効 期 限 今和 8年 9月 29日 まで

今和 3年 2月 17日

神奈川県ダ営企業管理者

繭
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企業庁長 長谷川 幹

第 1371 号

装五工事事業者として指定しました。
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日光市指定給水装置工事事業者証

営業所の所在地 東京都大田区池上八丁目5番 2号

商号又は名称

濱本 孝―

登録番号 第 214号

上記の者を次の条件を付して、日光市指定給水装置工事事業者と

して指定する。

条  件

日光市水道事業給水条例、同施行規程及び日光市指定給水装置

工事事業者規程を遵守すること。

平成 31年 2月 12日

日光市水道事業

日光市長 大嶋

株式会社 生活水道センター

代表者氏名



指 定 第 194号

佐 野 市 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業者 証

住  所  東京都大田区池上人丁目 5¨2

事業者名  株式会社  生活水道センター

上 記 事 業 者 を 佐 野 市 給 水 装 置 工 事 事 業 者 と して 指 定 す る

平成 31年 4月 1日

佐野市水道事業

市長 岡 部 正
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指定 第 646 号

前橋市水道局指定給水装置工事事業者証

商 号 又 は 名 称  株式会社生活水道センター

氏名又は代表者名  代表取締役  濱本 孝一

水道法第16条の2第 1項の規定に基づき、前橋市水道局指定給水

装置工事事業者として指定します。

平成31年 1月 25日

=コ
■‐1

=■
日 L」

指定した日 平成31年 1月 25日

■

前橋市公営企業管理者   彰:  斗奇  イ参



島 崎 す ホ 虻 局

端 え多1合 ホ 以 置工 事事幸オ証

おえふ子 第 766子
お史日:キ武g′ キ′月22日

な大会社生湯ホ逍センター

れまオF人 口こた上八丁日5ふ2子

べ象ネオ後 濱ネ 孝―

氏ZスはZ着・

住    着

べ 巖 者 氏 え

上記のオ 島崎†ホえる浩え熔ホ以

置工事事幸オ魂灌 弟5な の魂 えに基づ

き、島崎すホ虻局浩え:始 ホ以置工事事

驚者とにてオ岩えにます。

キ式3′ 年′月22日

島崎す上下ホ重事幸准燿者

新 丼 俵



日立市指定

給水装 工事事業者証

指 定 番 号 夕自:  256
にコ
7デ

業所の所在地 東京都大田区池上人丁目5

■ ■ ■

●●●●

商号又は名称 株式会社生活水道センタ



代表者 氏名 代表取締役 濱本 孝一

上記の者を 立市指定給水装置工

事業者 として指定します

平成30年 11月 1日

日立市公営企業管理者
_」=^―」■―̂
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指定第 193号

指定工事事
‐
;業者証

事業者名 株式会社生活水道センター

代 表 オ 濱本 孝一

所 在 地 東京都大口区池上入丁目5春 2

千茂 31年 4月 16日

結城市水逍事業

結城市長 前 場 夫

0

"

ヽ

城

″

●

′

上記のオを結城市水逍事業指定

絡水装ニエ事事業者に指定する
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指定ふ号 第  340 号

商号人は

代 表
」と

そ
~

所 京都大口区池上入丁目5ふ 2号

ロ 事

事
|ヽ

千戌 31年

筑西市水通事業
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筑西市長 須 藤
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柔可ふ子  第 θ3θ 7 子

浩え1始ホ以置工事事輩オ証

看  え  車ホオF人 口こた上入丁日5ふ 2子

事幸着Z  林大会社 生活ホ重センター

責 任 オ  代表ネ″後 演ネ 孝

上記の者 とき打すおえ熔ホ以置工事事辛者と tて お定する

キ式 SO年  ′′ 月  6 日
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日

茨城県南水道企業

事業者証

指定給水装置工事

指定番号  第 495号

東京都大田区池上人丁 目5番 2号

株式会社 生活水道センター

代表取締役 濱本 孝一

上記の者は茨城県南水道企業団指定給水

装置工事事業者であることを証する。

平成 30年  11月  6日

茨城県南水道企業

企 業 長 藤 井

ヽ

信 吾



武蔵野市指定給水装置工事事業者証

指定番号第 92号

事業者名 株式会社 生活水道センター

代表者名 代 表取 締 役  濱 本 孝 ―

¨ ‐

上記の者は、武蔵野市給水条例第 6条 に定める武蔵野市指定給水装置

工事事業者であることを証明します。

令和 2年  10月 6日

子松  下  玲武蔵野市長

有効期限 令和 8年 9月 2■日



羽村市指定給水装置工事事業者証

指定番号 第278号

株式会社 生活水道センター

羽村市給水条例第 7条第 1項に定める

羽村市指定給水装置工事事業者であるこ

令和 7年 2月 24日 まで

羽村市水道事業管理者

″

Ш
ユ

ーーー
円

“

ニヽ

とを証します

指定有効期間 令和 2年 2月 25日 から

、 0     ロ

羽村市長 並 木



昭島市指定給水装置工事事業者証

昭島市指定給水装置工事事業者に関する規程第 5条第 1項 の規定によ

り、上記の者を昭島市指定給水装置工事事業者として証する。

令和  2年  2月 10日

昭島市長 自 井 伸

指 定 番 号 第  483 号

指定給水装置工事事業者名称

(商   号 )

株式会社 生活水道センター

事 業 所 所 在 地 東京都大田区池上八丁 目 5番 2号

代 表 者 氏 名 濱 本  孝

有 効 期 限 令和 7年 (2025年 )2月 9日 まで
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茨城県南水道企業団指定給水装置工事

事業者証

指定番号  第 495号

東京都大田区池上人丁 目5番 2号

株式会社 生活水道センター

代表取締役 濱本 孝一

上記の者は茨城県南水道企業団指定給水

装置工事事業者であることを証する。

平成 30年  11月  6日

茨城県南水道企業

企 業 長 藤 井 オ≡卦 :ヨ里
:口  lコ

〉 く
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神栖市水道事業告示第 11号

神栖市水道事業における指定給水装置工事事業者の指定に関する告示

下記の者を水道法第 16条の二第 1項の規定に基づき,神栖市水道事業指定

給水装置工事事業者として指定したので,水道法第25条の三第 2項の規定に

より告示する。

言ロ
いし

1.指定を受けた者の名称 株式会社生活水道センター

代表取締役 濱本 孝一

東京都大田区池上人丁 目5番 2号

2.指定 を受 けた年 月 日 平成 30年 11月 15日

+Ft30+llFZln

神栖市水道事業

神栖市長 石 田

ね



指 定 第 587号

指定給水装置 工事事業者証

氏名又は名称   株式会社生活水道センター

住 所   東京都 大 田区池上人丁 目 5番 2号

代 表 者 名   濱本 孝一

上記の者をつくば市指定給水装置工事事業者として指定する。

平成 30年 10月 4日

謹
=議

案

つくば市長 五 十 嵐 立
りくば庁
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ヽ 指 定 第 206号

指定裕水装置工事事業者証

氏名スは名称

住    所

代 表 者 名

株式会社 生活水道セ ンター

東京都大口区池上八丁目5ふ 2号

水

よ り
二

`′イ!ロ

工事事業者と 定する。

子茂 30年 10月 11日

者
日ヽ

、
″
ユ の規定に

定裕水装置

●

稲敷市長 ロ ロ  久

16条の2第 1

市水逍事業



指定第 371子

土浦市指定俗水装置工事事業者証

株式会社

生活水道セ ンター

代表 濱本孝一

事業所所在地
東京都夫口区池上八丁目5春 2号

上記のオを上浦市指定

俗水装置工事事業者に指定する

平成1 30 年 12 月 13 日

上浦市長  ヤ川
県
普
穫
」
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様式第1号 (第6条関係)

北 茨 城 市 水 道 事 業 指 定

給 水 装 置 工 事 事 業 者 証

水道法第16条の2第1項の規定による指定給水装置工事事業者として指定する。

指 定 番 号 第  169  号

氏名又は名称 株式会社 生活水道センター

住 所 東京都大田区池上8丁 目5番 2号

代表者の氏名 濱本 孝一

北茨城市水道事業

北茨城市長  豊 田

鰤

マ 塁 彎

「
一
〓
」
ヽ
″
ヽ

―̈―
一
Ｈ

ヽ
●
Ｌ
バ

・
―

“
――
――
ヽ
‐

〓
』』い
一」
上

●
〓
〓

ｒ

Ｌ
■

詢
ヽ

平成30年 10月 18日
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桜水指定第208号
桜川市水逍事業

桜川市水道事業指定給水装置工事事業者証

事業所の所在地  来京都大口区池上八丁目5ふ 2子

商号人 は名称  株式会社 生活水逍センター

代 表 者 人 名  代表取締役 濱本 孝一

上記の者を桜川市水道事業指定給水装置工事事業者として指定する

指 定 年 月

4ヽホ,2キ・ 5月  1ロ

曰

桜 川 市 水 近 事

桜川市晨 夫塚 秀

業
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指定第 278号

阿見町水道指定工事店証

東京都大田区池上人丁目5番2

株式会社 生活水道センタ
代表取締役 濱本 孝一

阿見町指定給水装置工事事業者

規 則 第 5条 の 規 定 に よ り

r=:

ー



●

阿見町指定給水装置工事事業者

(阿 見 町 指 定 工 事 店 )

に指定する。

0

ヽ
「了

ぼ
● 0

令和2年5月 12日

有効期限 令和7年5月 11日 までとする。

阿 見 町 水 道 事 業

阿見町長 千葉 繁
υ



第 2922号
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株式会社生活水道セ ンター

上記の者は指定給水装置工事

事業者であることを証する

今和 6年 5月 10日

長

彦

局
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有効期「民:今和 12年 3月 30日



様式第 1号 (第 2条関係)

指 定 番 号

指 定 年 月 日

営業所の所在地

商号又は名称

代 表 者 名

かすみがうら市指定給水装置工事事業者証

第 259号

令和 2年 5月 19

東京都大田区池上八 1‐ 目5番 2号

株式会社 生活水道センター

濱本 孝―

かすみがうら市指定給水装置
~「

事事業孝として証します。

令和 2年-5月 19「 |

謹 士駄県
ガゴみがラら
i樹需凹慶
屋戸謳

かすみがうら市長  坪井

有効期限 令和 7年 5月 18日 までとする。



指定番号第5366号

都指定給水装置工事事業者証

名又は名称

表者氏名

株式会社生活水道センター

濱本 孝一

平成 11年  2月 26日 指定

上記の者は東京都指定給水装置

工事事業者であることを証します

有効期限
八 Π

Ｈ
　

　

日
＝

夭
「
　

〓
↑

年

年

７

　

２

9月 29日T

発行 日 ノヽ 9月 29日■■

東 京 都 水 道 局 長

浜 佳 兼

民゙



豊岡市指定給水装置工事事業者証

1 氏名又は名称   株式会社 生活水道センター

2住 所   東京都大田区池上人丁日5番 2号

上記の者を豊 |]司 市指定給水装置工事事業者 として指定 したことを証する。

指 定 番 号 第  277 号

指定年月 日   2023 年  9月  1 日

有 効 期 限   2028年  8月  31日

2023 `■  9 月 11 日

豊岡市長  関 貫 久 仁



ネ申 市指定給水装置工事事業者証書

株式会社生活水道センター 様

[業者コー ド :42002]

水道法第 16条の 2第 1項に基づき神戸市

指定給水装置工事事業者として指定したこと

を証する

令和 2年 4月 30日

有効期限 令和 7年 4月 29日

.■__

・T:′ ヽ      ヽ       _lL‐

神戸市水道事業管理者 ユl ラヽ ヽ泰 事業管



指定裕水友五工事事業者指定証

民名スは名称 株式会社生活水道センター

上記のオは、名古屋市上下水道局指定裕水装置工事

事業者として指定された者であることを証明します。

指定の有効期「民 今
～

2年 3月 18日 から

今オロ7年 3月 17日 まで

今和 2年 3月 18日

名古屋市上下水道局長

官村 与明
ヽ

ヽ

●

指定春子 第 1481号



春日井市指定給水装置工事事業者証

指 定 番 号  第 271号

氏名又は名称   株式会社生活水道センター

代 表 者 氏 名  代表取締役 濱本 孝一

住所又は所在地   東京都大田区池上人丁 目5番2号

指定の有効期限   令和7年 3月 31日

春 日井市指定給水装置工事事業者として指定します。

令和 2年4月 1日

春 日井市長 伊藤
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イ麦承,″た ガ本 孝一
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カメきιたことを減Fナろ。

今ル′李 5ガ 7″

ガ′″水道事業
ガ′″奨 夕 藤 ″

事業〃・の′″|″  求膚孝大″〆勉ヱ八√′5ぶ 2テ



ユ渦†上下ホtる liえ熔ホ艤置工事事十者紙

北 え ふ 子 第 2"子

仁肴 スは肴裏地  車ま苺人口こた上八丁05ふ 2子

氏 之 ス は2乖卜 株 式会社 主港ホ豊センター

べ 象 オ 氏 之  演ネ オー

有勁岬 風 谷争 7年  3月 24日
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浩え第442子

マたす上下ホえるオとえ外ホ以置工事事幸者証

濠大会社 上湯ホ虻センター

上記のオホ逍法第′6なの2第 ′項の魂えに

基づきマえす上下ホ逍局北え外ホ以置エ

事事幸オとtておえする

冷■曖年8月 25日

マたす上下ホ虻事幸を燿オ歎称べ燿

マたす上下ホ逍るま蒻→卜捩 上ロカ



大津市指定給水装置工事事業者証

水道法第16条の2第 1項の規定により大津市指定

給水装置工事事業者に指定する。

令和2年4月 15日

大津市公営企業管

山 極 正

1指定番号  第 516号

2指定給水装置工事事業者名

株式会社生活水道センター

3指定の有効期間

=摯=■
=r■
ロ ロ

令和 2年4月 15日 から 令和 7年4月 14日  まで



当初指定年月日

指 定 番 号

今和 2年 9月 7日

第 26150号

広島市水道局指定給水装置工事事業者証

氏名又は名称  株式会社 生活水道セ ンター

所  東京都 大田 区池上ノ＼丁 目 5番 2号

代表者氏名 代表取締役 濱本 孝

有効期 限_今和 7年 (2025年 )9月 6日 まで とす る。

今和 2年 9月 7日
ー
に⊃

嬌≡ヽ性 :lR
しヽ 11「:ピ 1ツ

広島市水道事業管理者

広 島 市 水 道 局 長 友 広 整 誓当う諄,i愚
Cリ

ど

住

広島市水道局指定給水装置工事事業者 として指定する。



指 定 番 号

指 定 年 月 日

住    所

氏名又は名称

代 表 者 名

指定の有効期間

第 859号
令和2年9月 1日

東京都大田区池上八丁目5番2号

株式会社生活水道センター

濱本 孝一

令和2年9月 1日から

令和7年8月 31日まで

上記の者を岡山市水道局指定給水装置工事事業
者として指定したことを証明する。

令和2年9月 1日

岡山市水道事業管理者

水道 局長 今 川

●

岡山市水道局指定給水装置工事事業者証



叩

様式第 1号 (第 6条関係)

令和 2年 9月 7日

山口市指定給水装置工事事業者証

0
山口市上下水道事業管理者 野  本す 和 k道 印

理

下記の者を、山口市指定給水装置工事事業者規程第 4条の規定により、山口市

指定給水装置工事事業者として指定する。

言己

指 定 番 号 第  414 号

指定 工事業者名  株式会社生活水道センター

事 業 所 所 在 地 東京都大田区池上八丁目5番 2号

の
名ｒ

ヽ
者
詢

ら
ヽ

〓
て

ス
み

「
Ｚ

所
代
住

東京都世li田 谷区豪徳寺一丁 日42番 14号

代表取締役 濱 本 孝

指定 の有効期 限  令和 7年 9月 7H

業
′
し
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修 了証書

株式会社生活水道センター

江 口 将 智 殿

あなたは2022年度指定給水装

置工事事業者研修を修了した

ことをここに証します

令和4年 10月 5日

公益社団法人
日本水道協会山口県支部長

P
●_。

XIL´

下関市長 前田 晋太
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いし|●

`」

｀

ｒ

ヽ
′



様式第 1号 (第 2条関係)

指定番号 第370号

下関市上下水道局指定給水装置工事事業者証

氏名又は名称 株式会社生活水道センター

代表者の氏名 濱本 孝一

水道法第 16条の2第 1項の規定により、上記の者を指定給水装置工事事業者とし
て指定したことを証する。

令禾日3年 (2021年)10月 29日

指定の有効期限 令和 8年 (2026年 )10月 28日

下関市上下水道事業管理者
上下水道局長 林  義

百関閣翌

需MI里巴
;|]置首ヨ|ヨ



指定番号第 1065号

(当初指定 日 令和 4年 3月 31日 )

京都市指定給水装置工事事業者指定証

氏名又は名称  株式会社生活水道センター

代表者氏名  代表取締役 濱本 孝一

京都市指定給水装置工事事業者として指定したことを証します。

有効期間_三全型 4年 3月 31日 から令和 9年 3月 30日 まで

,

令和 4年 3月 22日

1,

京都市公営企業管理者
ril
」

,.|ヽ1
上下水道局長 雅則 1ヽ1:

`1_'■
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岐阜市水営第 5

令 和  2年  3
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岐阜市水道事業及び下水道事業管理

上下水道事業部長    牧 ヶ野  敏

+ヒ

'日

定工事事業者名

(商 号 )

ヽ

株式会社 生活水道センター

事 業 所 所 在 地

ヽ

υ
　
Ｐ
０

東京都大 田区池上 8丁 目5番 2号

代 表 者 氏 名 代表取締役 濱本 孝一

有 効 期 限
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・′ａ
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令 和 2年 3月 4日 ～令 和 7年 3月 3日

下記の者 を岐阜市指定給水装置工事事業者 として指定す る。
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第 362号
■_  ヽ           、    _      _

来裕LL市指定給水装置工事事業者証
株式会社生活水逍センター

東京都大口区池上入丁目5春2号

代表取締役  濱本 孝一

上記の考来松出市指定俗水装置工事事業者規程の第4条第1項

に定める来松出市指定:等水装置工事事業者として指定する

今オロ4年 11月 25日

有効期限 今
～

9年 11月 24ロ 来松・L市上下水道事業

束松出市長 森口 兆

事業所の名称

事業所の場所

代 表者 民名
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